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   2022年 4月 20日 

各  位    

   岩井コスモ証券株式会社 

   代表取締役会長 CEO 沖津 嘉昭 

 

「信用・デイトレ」における金利・貸株料の無料化について 

～ 約定代金にかかわらず金利・貸株料を無料化します！ ～ 
 

 

当社は、2022年 4月 25日より、インターネット取引のお客様を対象に、信用取引の日計り決済（新

規建日に反対売買により決済）を行う「信用・デイトレ」において、約定代金にかかわらず金利・貸

株料を無料化することに致しましたので、お知らせします。 

 

当社のインターネット取引「コスモ・ネットレ」の「信用・デイトレ」サービスは、これまで、ス

タンダードコース（1 約定ごとに手数料をお支払いいただく手数料コース）のお客様が、信用取引で

日計り決済をした場合に売買手数料を無料とし、さらに同条件において、1 注文あたりの建約定代金

の合計が 200万円以上の場合に限って金利・貸株料も無料として参りました。 

 

今回の変更では、約定代金にかかわらず金利・貸株料を無料化し、信用取引の日計り決済取引に係

る取引コストを全てゼロ（無料）とすることで、これまで以上にコストを抑えた取引を可能に致しま

す。 

 

 
現行 変更後（2022/4/25～） 

取引手数料 0円 0円 

金利・貸株料 
1注文あたりの約定代金 

200万円以上 0円 

約定代金にかかわらず 

0円 

 

  

 

「信用・デイトレ」の詳細につきましては、弊社ホームページをご参照ください。 

ＵＲＬ ： https://www.iwaicosmo.net/netlp/daytradefree_margin.html 
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当社は、今回の変更により、アクティブにお取引をされる投資家の皆様へのサービス拡充に繋がる

ものと考えており、また、今後も様々なサービス、キャンペーンを積極的に展開することで、顧客基

盤の拡大にも注力して参ります。 

 

 

■サービス変更後の「信用・デイトレ」の概要 

サービス変更日 ： 2022年 4月 25日（月） 

対象顧客    ： インターネット取引において「スタンダードコース」を選択のお客様 

対象取引    ： 信用取引（制度信用・一般信用）の日計り決済 

（新規建て日に反対売買により決済） 

サービス①   ： 上記に該当する売買手数料を無料 

サービス②   ： 上記に該当する金利・貸株料を約定代金にかかわらず無料 

強制決済    ： 当社は新規建て日に反対売買しない場合も強制決済は致しません。 

〔建玉を翌日に持ち越した場合は、通常の信用取引（制度信用・一般信用） 

の返済期限を適用します〕 

 

※ 新規建て日に反対売買による決済を行なわない場合（現引き・現渡しによる決済を含む）は、

通常の信用取引（制度信用・一般信用）として、「スタンダードコース」の信用取引手数料及

び金利・貸株料をご負担頂きます。 

 

＜参考＞ 

スタンダードコースの信用取引手数料 

約定金額 手数料（税込） 

10 万円以下    88 円 

10 万円超  50 万円以下   440 円 

50 万円超  100 万円以下   880 円 

      100 万円超  500 万円以下 1,100 円 

500 万円超 1,650 円 

 

 

  

 

  

 

 

 

【信用取引のリスク等について】 

■委託保証金について 

信用取引を行うにあたっては、委託保証金（有価証券により代用することが可能です。）を担保と

して差し入れて頂きます。委託保証金は、売買代金の 30％以上で、かつ 30万円以上が必要です。 

■リスクについて 

 株式には、株価変動により、損失が生じる恐れがあります。また、信用取引は差入れた保証金以

上の金額のお取引が可能なため、損失金額が保証金の額を上回る恐れがあります。  

■各種書面等の確認について 

  金融商品毎に手数料・リスク等が異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価

証券書面、目論見書またはお客様向け資料等をよくお読みください。 

 

【岩井コスモ証券について】 

商号等 岩井コスモ証券株式会社、金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第 15号 

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 

 

以  上 

本件に関するお問合せ先 

■ お客様のお問合せ先（平日 8時～17時） 

 ﾈｯﾄｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 0120-318-611 

■ 報道機関様のお問合せ先 

   総務部    06-6229-0291 

 


